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令和８年寄居町教育委員会 第２回　定例会議事録 

 

 

 
招 集 期 日 令和　８年２月２０日

 
招 集 場 所 第１委員会室

 
開 会 閉 会

の 日 時

開会　２月２０日　午後　３時００分 

閉会　２月２０日　午後　５時４３分

出席委員

教 育 長　　　　関根　光男（議長）

　　教育長職務代理者　　　　清水　幸三郎 

　　委　　　　員　　　　関根　薫 

　委 員　　　　佐藤　幸恵 

 

出席職員 

　教育総務課長　　大野　芳春　　   鉢形城歴史館長　　宮下　響子 

　生涯学習課長　　横瀬　貴子　　   図 書 館 長　　廣島　裕子　 

　教育指導課長　　大澤　正樹　     中央公民館長　　小池　創 

　　教育指導課指導主事　　□川　和也　     教育総務課主査　　羽鳥　寛子 

    生涯学習課主幹　　 小林　佳代子　    教育総務課主幹　　倉田　勉 

　給食センター所長　　坂本　武夫　      教育総務課主事補　  太田　安優 
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教育長報

告につい

て 

 

 

 

 
議　案 

第２号 

 

 

 

 

 

 

○関根教育長 

令和８年第２回定例会の開会を宣言します。 

議事日程を朗読願います。 

 
○大野教育総務課長 

議事日程を朗読する 

 
○関根教育長 

　日程第１　令和８年第１回定例会の議事録については、事務

局より各委員に事前配布してあります。内容等について何かご

ざいますか。 

 

○委員全員 

なし 

 
○関根教育長 

よろしいでしょうか。それでは承認いただきましたので、前

回署名委員として指名された委員は署名をお願いします。 

【第１回定例会署名委員：清水委員・佐藤委員】 

 
○関根教育長 

次に日程第２　議事録の署名委員を指名いたします。 

関根委員、清水委員を指名します。 

 

 
○関根教育長 

続きまして日程第３ 教育長報告です。 

１　教育長活動報告・学校等の様子について 

２　学校職員の給与制度改正について 

３　『こども性暴力防止法』について 

４　令和７年度第１０回町内定例校長会について 

 
○関根教育長 

日程第４　議案第２号　寄居町立学校教育職員に関する業務

量管理・健康確保措置実施計画の策定について　を議題といた

します。事務局より説明をお願いします。 

 
○大野教育総務課長、大澤教育指導課長 

議案を朗読し、内容説明を行う 
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○関根委員 

（内容等について加筆・修正等指摘をした後）次に、念のた

めの確認です。 

この計画を策定するにあたって、国や県から準則等が示され

たのか伺います。示されていない場合は、何を参考にしたのか

教えてください。 

 
○大澤教育指導課長 

（内容等について、再確認する旨の回答をした後）国の雛型

に基づいて策定しております。また、目標についても国に準じ

て作成しております。 

 
○関根委員 

　次に、目次の構成について伺います。国が示した雛型に基づ

いて作成したとのことですので問題ないと思いますが、念のた

め確認いたします。 

私は、計画の一般的な構成は、計画期間を定めてから、目標

を設定するのではないかと認識しています。この計画では、目

標を定めた後に計画期間を定めるという構成になっています。 

この構成順も国の雛型に基づくものなのか伺います。 

 
○大澤教育指導課長 

国の雛型の項目の順序に則っております。 

 
○関根委員 

　目標の設定方法について伺います。 

この計画では、達成目標を２項目掲げています。１点目の時

間外在校等時間に関する目標値は具体的な数値を定めています

が、２点目のワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する

目標値は抽象的な設定になっています。２点目についても、具

体的な数値目標を定めることで評価もしやすくなると考えま

す。この点に関して、考えを教えてください。 

 
○大澤教育指導課長 

働きがいにつきましては、数値で計測することが難しく、実

態を把握してから目標を設定したいと考えております。 

 
○関根委員 

　重点事業に掲げた部活動について伺います。 

本文に、令和１３年度末までに原則、休日のすべての学校部



3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動について地域クラブ活動として展開するため、とあります。

このことは町の方針なのでしょうか、それとも国の方針なので

しょうか。国の方針であるならば、その根拠について注釈等を

並記すべきと考えます。 

 
○大澤教育指導課長 

国の方針のため、注釈を入れたいと思います。 

 
○関根委員 

　事務局から過日、この計画書を来月開催される総合教育会議

において報告する旨の連絡がありました。教育委員会の成果物

として総合教育会議に報告するということになりますので、文 

言の統一をはじめ、表記方法や内容、構成等に関して再度練り

上げていただき、完成品としての計画書を提出できるようお願

いします。 

そして、当日は計画内容を町長さんに説明し、町長さんから

質問があれば、教育委員会総意としての考えを明確に答える。

その上で、町長さんから政策的な指示があれば可能な限り盛り 

込むというスタンスで臨むべきと考えます。 

 
○大澤教育指導課長 

いただいたご意見を練り上げ、事前に確認させていただき、

総合教育会議に提出したいと考えております。 

 
○清水委員 

　２点伺います。 

　１点目が「ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する

目標」につきまして、目標指標がアンケートの回答の割合で把

握するということですが、アンケートのサンプルや例文などが

あれば提示をお願いします。 

　２点目が、重点事項の学校徴収金の徴収・管理（公会計化等）

について伺います。この公会計化とは、具体的に何を指すのか

伺います。 

 
○大野教育総務課長 

公会計化につきましては、現行の給食費や学校が管理する徴

収金等の、町の一般会計を通さない私会計のものを、町の歳入

歳出予算に組み込むことで公会計として扱うことを意味してお

ります。 
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○清水委員 

　重点事項の部活動の部分について伺います。国の方針として

「令和１３年度末までに原則、休日のすべての学校部活動につ

いて地域クラブ活動として展開する」ということですが、寄居

町学校部活動地域展開推進委員会での議論を経ずに、計画に定

めてよろしいのか伺います。 

 
○大澤教育指導課長 

国の目標を町としても目指すところですが、寄居町学校部活

動地域展開推進委員会の会議の関係もあるため、文言等の再確

認をさせていただきたいと思います。 

 
○関根教育長 

他にないようですので、可決することといたしますが、よろ

しいでしょうか。 

 
○委員全員　 

賛成 

 
○関根教育長 

全員賛成ですので、議案第２号につきましては、委員のご意

見を踏まえ、一部修正のうえ可決いたします。 

 
○関根教育長 

日程第５　議案第３号「寄居町立小・中学校管理規則の一部

改正について」及び日程第６　議案第４号「寄居町立小・中学

校職員服務規程の一部改正について」については、関連した内

容であるため一括して順にご説明させていただき、一括して質

疑を受け、１件ごとにお諮りしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

 
○委員全員　　 

異議なし 

 

○関根教育長 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 
○大野教育総務課長 

議案を朗読し、内容説明を行う 
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○関根委員 

　条番号の修正箇所について確認します。 

第３４条の２を削って、第３５条の次に第３５条の２を加え

るという改正内容です。具体的には、通し番号３１の新旧対照

表の中段に太字で示されています。本文の内容を見比べると、

全く同じ表現です。現行の条例をインターネットで検索すると、

３４条の次に３５条があり、その次に何故か３４条の２があり

ます。順番がずれています。 

このことから、私は単純な印字ミスではないのかと思います。

原本を転記するときに３５条の２とすべきところを、誤って３

４条の２としてしまったのではないかと。そこで、確認します。

この点に関し、原本を確認したのでしょうか。 

 
○大野教育総務課長 

確認したところ、平成２７年の改正の際に条ずれが生じてい

たため、今回改めて修正したものでございます。 

 
○関根教育長 

次に、議案第４号につきまして、ご質疑・ご意見等がありま

したらお願いいたします。 

 
○関根委員 

　略称規定の使い方について確認します。 

新旧対照表改正案の第４条第３項に寄居町教育委員会教育長

（以下「教育長」という。）とあります。配付資料には省略され

ているので記述がありませんが、その前の第４条第２項におい

て、寄居町教育委員会を教育委員会と略称規定しています。私

の間違った考えかもしれませんが、この流れから、第３項は寄

居町を省略し、教育委員会教育長（以下「教育長」という。）で

良いのではないでしょうか。 

 
○大野教育総務課長 

例規審査委員会において、委員からの指摘により、このよう

な形になっております。改めて確認させていただき、修正でき

るようであれば、させていただきたいと思います。 

 
○関根教育長 

他にないようですので、順にお諮りいたします。 

まず、議案第３号につきましては、原案のとおり可決するこ

とといたしますが、よろしいでしょうか。 



6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日程第７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
議　案 
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○委員全員　　 

賛成 

 
○関根教育長 

次に、議案第４号につきましては、頂いたご意見を踏まえて

一部修正のうえ、可決することといたしますが、よろしいでし

ょうか。 

 
○委員全員　　 

賛成 

 
○関根教育長 

全員賛成ですので、議案第３号及び議案第４号につきまして

は、原案どおり可決いたします。 

 
○関根教育長 

日程第７　議案第５号　寄居町立同和対策集会所設置及び管

理に関する条例の一部改正に対する意見の回答について　を議

題といたします。この議案は、３月議会に上程する議案である

ため、非公開にしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 
○委員全員　　 

異議なし 

 
○関根教育長 

それでは非公開といたします。事務局より説明をお願いしま

す。 

 
○大野教育総務課長 

議案を朗読し、内容説明を行う 

 
○関根委員 

　最初に、念のための確認です。 

用土第２集会所の廃止に向け、関係機関や団体に対して説明

会等を実施してきたと思います。その過程において、反対等の

意見はなかったのか確認します。 

次に、議案書の表記について伺います。 

別表（第２条関係）寄居町立用土第２集会所の項を削るとあり

ますが、別表を指す場合は「中」という単語を用いると認識し

ています。寄居町公文例規程の例３５～３７に示されています。 
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議　案 

第６号 

 

 

 

 

 

 
質疑等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって、ここの表記は、別表（第２条関係）中 寄居町立

用土第２集会所の項を削るとすべきではないでしょうか。 

 
○大野教育総務課長 

集会所につきましては所管課が異なり、担当課からは、先に

廃止した立ケ瀬集会所の際に方針を説明し、最終的に用土集会

所に集約するということで、関係団体と意見調整をした上で進

めてきたため、反対意見はないと聞いております。 

議案書の表記につきましては、既に担当課と調整しており、

原案のとおりとしております。 

 
○関根教育長 

他にないようですので、可決することといたしますが、よろ

しいでしょうか。 

 
○委員全員　　 

賛成 

 
○関根教育長 

全員賛成ですので、議案第５号につきましては、原案どおり

可決いたします。 

 
○関根教育長 

日程第８　議案第６号　寄居町立同和対策集会所運営委員会

規則の一部改正について　を議題といたします。事務局より説

明をお願いします。 

 
○大野教育総務課長 

議案を朗読し、内容説明を行う 

 
○関根委員 

　今回の改正は、集会所の再編に伴い関連する規定の整備が目

的とのことですが、可能であれば、他の条文も見直していただ

きたいと思います。 

　あくまでも一例ですが、先程から質問している略称規定につ

いてです。この規則では、第５条において、委員会の委員は、

次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱するとあり、第８条に

は、委員会の事務は、寄居町教育委員会事務局で行うとありま

す。 

私の間違った考えかもしれませんが、第５条の教育委員会を
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質疑等 

 

 

 

 

寄居町教育委員会（以下「教育委員会」という。）とし、第８条

の寄居町教育委員会事務局を教育委員会事務局とすべきではな

いでしょうか。 

８条構成の規則です。町長部局との調整も必要とのことです

が、可能であれば、これを機会に全体を見直していただきたい

と思います。 

 
○関根教育長 

他にないようですので、可決することといたしますが、よろ

しいでしょうか。 

 
○委員全員　　 

賛成 

 
○関根教育長 

全員賛成ですので、議案第６号につきましては、原案どおり

可決いたします。 

 
○関根教育長 

日程第９　議案第７号　令和７年度寄居町一般会計補正予算 

（第７号）（案）に対する意見の回答について　を議題といたし 

ます。なお、この議案から議案第１１号までについては、３月 

議会に上程する議案であるため、非公開にしたいと思いますが、 

いかがでしょうか。 

 
○委員全員　　 

異議なし 

 
○関根教育長 

それでは非公開といたします。事務局より説明をお願いしま

す。 

 
○大野教育総務課長・横瀬生涯学習課長 

議案を朗読し、内容説明を行う 

 
○関根委員 

　教育総務費の事務局費等に、管理職員特別勤務手当追加とあ

ります。聞きなれない言葉です。管理職員とはどのような職種

で、特別勤務とはどのような勤務なのか教えてください。 

 



9

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
議　案 

第８号 

 

 

 

 

 

 
質疑等 

 

 

 

 

 

○大澤教育指導課長 

　より・E 土曜塾への対応で勤務する職員の時間外勤務手当で

す。 

 
○清水委員 

　小学校費と中学校費の学校管理に計上されている施設用機器

借上料の、減額理由と内容について伺います。 

 
○大野教育総務課長 

施設用機器借上料は、防犯カメラ、ＬＥＤ照明機器、ＡＥＤ、

電話機、校務用パソコン、タブレット端末などの費用となって

おります。特に大きかったものがタブレット端末の更新で、契

約により事業費が確定したため、不用となる額を減額するもの

でございます。 

 
○関根教育長 

他にないようですので、可決することといたしますが、よろ

しいでしょうか。 

 
○委員全員　　 

賛成 

 
○関根教育長 

全員賛成ですので、議案第７号につきましては、原案どおり

可決いたします。 

 
○関根教育長 

日程第１０　議案第８号　令和８年度寄居町一般会計予算 

（案）に対する意見の回答について　を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 
○大野教育総務課長、大澤教育指導課長、横瀬生涯学習課長 

議案を朗読し、内容説明を行う 

 
○関根委員 

　総論として伺います。 

本日提出された議書書の予算内容は、教育委員会事務局とし

て、ほぼ要望どおり予算計上・予算措置されており、現時点と

して、令和８年度の各種事業を円滑にスタートさせるために問 

題のないものになっていると理解してよろしいでしょうか。 



10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大野教育総務課長 

要望どおりということで問題ございません。 

 
○関根委員 

　次に、令和８年度寄居町主要事業について、３点伺います。 

１点目は、中学校体育館空調設備整備事業についてです。今

後のスケジュールと小学校体育館の整備予定を伺います。 

２点目は、寄居ふるさと探究学実施事業についてです。支出

内容を教えてください。 

３点目は、鉢形城跡の公有化事業についてです。令和８年度

に１件の公有地化を予定しているとのことですが、今後公有地

化を予定している土地所有者数と面積、場所等について伺いま

す。 

 
○大野教育総務課長 

１点目につきましては、実施設計により工事費を算出し、そ

の後関係各課との調整を進めてまいります。小学校への整備計

画については未定でございます。 

 
○大澤教育指導課長 

２点目につきましては、交通費と活動に必要な備品等の金額

となっております。 

 
○宮下鉢形城歴史館長 

３点目につきましては、所有者は十数件、面積は７，７００

㎡ほどで、笹曲輪地区や外曲輪地区を中心に残っております。 

 
○関根委員 

　次に、令和７年度教育行政重点施策と８年度当初予算との関

連性について伺います。 

私は、令和７年度の教育行政重点施策に掲げた各種取組にお

いて、Ｂ評価やＣ評価になった取組に関しては、令和８年度に

おいては、安易に目標値を下げるのではなく、その目標を達成

するためにはどうするべきか検討を重ね、必要があれば令和８

年度の予算に目標達成のための新規事業を盛り込むべきと考え

ます。 

その観点から、伺います。令和７年度重点施策においてＢ評

価やＣ評価になった、あるいはなってしまうと思われる取組に

おいて、その評価を上げるための新規事業を８年度の当初予算

に盛り込んだか否かを伺います。新たに盛り込んだ事業があれ
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ば、その目的や内容について具体的に教えてください。 

 
○大野教育総務課長 

B 評価はございません。 

 
○大澤教育指導課長 

B 評価はありましたが、それに関しての新規事業としての予

算はございません。 

 
○横瀬生涯学習課長 

B 評価はありましたが、それに関しての新規事業としての予

算はございません。 

 
○清水委員 

　男衾中学校エレベーター棟増築事業について、エレベーター

の設置場所について教えていただきたいです。 

 
○大野教育総務課長 

西校舎の東側の北面に設置予定です。 

 
○清水委員 

　教職員が利用するのか、生徒が利用するのか教えていただき

たいです。 

 
○大野教育総務課長 

給食の配膳の際に利用する予定です。また、怪我などで階段

を使えない生徒がいる場合等を考えております。 

 
○清水委員 

寄居中学校と城南中学校の設置状況について伺います。 

 
○大野教育総務課長 

寄居中学校にはございません。城南中学校については、城南

小学校に設置予定のため、共用で利用可能となる予定です。 

 
○清水委員 

モバイルＩＰフォン導入事業について、教職員への配布予定

について伺います。 
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○大野教育総務課長 

県費の職員を対象に配布予定です。 

 
○清水委員 

　企画財政課から提出のあった令和８年度寄居町主要事業につ

いて、新規、拡充、継続の表記があります。教育委員会の重点

施策もこの表記の記載に倣った形になっているのか伺います。 

 
○大野教育総務課長 

　企画財政課が新規として表記しているものについては、教育

委員会としても同様の扱いとして記載していると考えておりま

す。 

 
○清水委員 

　鉢形城跡公有化事業について、「令和８年度は１件の公有化を

実施」とありますが、具体的な場所を教えていただきたいです。 

 
○宮下鉢形城歴史館長 

鉢形２６３８番地１３ほか２筆を買い上げる予定です。 

 
○清水委員 

　令和８年度予算重点項目別事業に記載されている事業のう

ち、「より・E土曜塾」と「算数検定・英検実施事業」の事業内

容について、現在作成中の重点施策の事業内容との整合性につ

いて、再度確認をお願いいたします。 

　次に教育総務費の事務局費に計上されている認知機能強化ト

レーニングアプリ使用料の内容について伺います。 

 
○大澤教育指導課長 

主に特別支援の児童生徒が使用しているアプリの使用料でご

ざいます。 

 
○関根教育長 

他にないようですので、可決することといたしますが、よろ

しいでしょうか。 

 
○委員全員　　 

賛成 
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日程第 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
議　案 

第９号 

 

 

 

 

 

 
質疑等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
議　案 

第１０号 

 

 

 

 

 

 
質疑等 

 

 

 

 

 

○関根教育長 

全員賛成ですので、議案第８号につきましては、原案どおり

可決いたします。 

 
○関根教育長 

日程第１１　議案第９号　工事請負契約の締結（案）に対す 

る意見の回答について　を議題といたします。事務局より説明

をお願いします。（城南小学校建設工事（建築工事）） 

 
○大野教育総務課長 

議案を朗読し、内容説明を行う 

 
○委員全員　　 

なし 

 
○関根教育長 

ないようですので、可決することといたしますが、よろしい

でしょうか。 

 
○委員全員　　 

賛成 

 
○関根教育長 

全員賛成ですので、議案第９号につきましては、原案どおり

可決いたします。 

 
○関根教育長 

日程第１２　議案第１０号　工事請負契約の締結（案）に対 

する意見の回答について　を議題といたします。事務局より説

明をお願いします。（城南小学校建設工事（電気設備工事）） 

 
○大野教育総務課長 

議案を朗読し、内容説明を行う 

 
○委員全員　　 

なし 

 
○関根教育長 

ないようですので、可決することといたしますが、よろしい

でしょうか。 
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日程第 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
議　案 

第１１号 

 

 

 

 

 

 
質疑等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
議　案 

第１２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○委員全員　　 

賛成 

 
○関根教育長 

全員賛成ですので、議案第１０号につきましては、原案どお

り可決いたします。 

 
○関根教育長 

日程第１３　議案第１１号　工事請負契約の締結（案）に対 

する意見の回答について　を議題といたします。事務局より説

明をお願いします。（城南小学校建設工事（機械設備工事）） 

 
○大野教育総務課長 

議案を朗読し、内容説明を行う 

 
○委員全員　　 

なし 

 
○関根教育長 

ないようですので、可決することといたしますが、よろしい

でしょうか。 

 
○委員全員　　 

賛成 

 
○関根教育長 

全員賛成ですので、議案第１１号につきましては、原案どお

り可決いたします。 

 
○関根教育長 

日程第１４　議案第１２号　専決処理の承認を求めることに

ついて　を議題といたします。 

この議案は人事案件となりますので、非公開といたしますが

よろしいでしょうか。 

 
○委員全員 

了承 

 
○関根教育長 

それでは非公開といたします。 
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日程第 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
諸報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
行事予定 

 

 

 

 

 

 

 
質疑等 

 

 
協議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【非公開部分につき審議内容省略】 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 
○関根教育長 

議案第１２号につきましては、原案を承認いたします。 

 
○関根教育長 

日程第１５　諸報告に入ります。教育総務課から順次、報告

をお願いします。 

 
○大野教育総務課長 

１　折原小学校・鉢形小学校統合準備委員会について 

 
○大澤教育指導課長 

なし 

 

○横瀬生涯学習課長 

なし 

 

○関根教育長 

次に２月２１日から３月末までの行事予定を別紙により報告

を願います。 

 
○大野教育総務課長、大澤教育指導課長、横瀬生涯学習課長 

「今後の主な行事予定」に沿って、各課から行事日程を報告

する。 

 
○委員全員　　 

なし 

 

○関根教育長 

日程第１６　協議事項に入ります。 

協議事項１　城南小学校統合に伴う通学支援について協議い

たします。事務局より説明をお願いします。 

 
○大野教育総務課長 

説明を行う 
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○関根委員 

以前、令和９年９月からスクールバスの試運転を開始したい

旨の説明がありました。そこに至るまでのスケジュール案があ

りましたら、教えてください。 

 
○大野教育総務課長 

　まだ具体的なスケジュールは詰めておりません。ご質問にあ

った令和９年９月というのが、予算措置のお話でございまして、

９月補正予算には確保しておく必要があると考えております。

可能であれば、令和９年の当初予算で予算計上したいと考えて

おります。 

 
○関根委員 

　資料によると、将来的に町内全域を対象とする場合、相当額

の確保が必要になります。予算確保の観点から、町長さんや財

政所管課と調整等を行っているのか伺います。 

 
○大野教育総務課長 

　財政との調整はまだ行っておりません。令和８年度予算につ

いては新規事業が多く、予算編成が難しかったと聞いておりま

す。給食費の無償化、保育料の無償化等、今後継続して支出が

見込まれる新規事業が多々計上されております。スクールバス

運行についても、町内で初めての事業のため、どのような順番

で決めるべきか計りかねる部分がありますが、まずは教育委員

会として意見集約をいただき、それを持って財政部局と協議を

進めていきたいと考えております。 

 
○関根教育長 

続きまして、協議事項２　令和８年度寄居町教育行政重点施

策について協議いたします。事務局より説明をお願いします。 

 
○大野教育総務課長、大澤教育指導課長、横瀬生涯学習課長 

説明を行う 

 
○関根委員 

寄居町の最上位計画である総合振興計画・後期基本計画と、

この教育行政重点施策との関連・整合性について伺います。 

後期基本計画は、令和８年度に最終年度を迎えます。そして、

その計画には、最終年度となる令和８年度までに達成する目標

値が揚げられています。その目標値は、教育委員会が自ら掲げ
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閉会

たものだと思います。私は、その目標値と、令和８年度の教育

行政重点施策に掲げる目標値は整合を保たなければならないと

考えます。同年度に２つの目標値を掲げることは、ダブルスタ

ンダードになってしまいます。８年度末の評価時において、同

じ取組であるにも拘らず、重点施策では目標を達成できＡ評価

になったが、後期基本計画の目標値に対してはＡ評価に至らな

いという結果になってしまいます。重点施策の目標値を変更し

ない場合は、せめて欄外でも構わないので後期基本計画に掲げ

た目標値と、その目標値を重点施策で設定しない理由、配付資

料の教育委員会回答欄に記された理由を並記すべきと考えま

す。 

可能であれば、再検討をお願いします。  

 
○清水委員 

意見・質疑書の回答について指摘・意見あり 

 
○関根教育長 

協議事項２については、頂いたご意見を踏まえて修正し、来

月の定例会で議案として上程いたしますのでよろしくお願いい

たします。 

続きまして、協議事項３　委員提案の協議事項について、委

員さんから何かございますか。 

 
○委員全員 

なし 

 
○関根教育長 

続きまして、協議事項４　次回定例会の日程について協議を

お願いします。 

 
○委員全員 

協議を行う 

 
○関根教育長 

　協議の結果、次のとおり令和８年第３回定例会を決定します。

令和８年３月２７日（金）１５時００分より行います。 

 
○関根教育長 

以上をもちまして、本日の委員会は閉会といたします。


